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令和６年２月２６日判決言渡  

令和５年（ネ）第１００８３号 特許権侵害差止請求控訴事件 

（原審・東京地方裁判所令和３年（ワ）第３３９９６号） 

口頭弁論終結日 令和６年１月１７日 

判        決 5 

 

控訴人（第１審原告） 

株式会社ワールドウイングエンタープライズ 

 

同訴訟代理人弁護士    渡   邉   遼 太 郎 10 

同訴訟復代理人弁理士   津   田       恵 

同補佐人弁理士     小   牧   佳 緒 里 

同            鬼   頭   優   希 

 

被控訴人（第１審被告）  ４Ｄ－Ｓｔｒｅｔｃｈ株式会社 15 

 

同訴訟代理人弁護士    甲   本   晃   啓 

       同            大   江   弘   之 

            主        文 

１ 本件控訴を棄却する。 20 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

            事 実 及 び 理 由  

【略語】 

  本判決で用いる主な略語は、以下のとおりである。 

 （略語）     （意味） 25 

・本件特許    ：控訴人を特許権者とする特許第４０６３８２１号 
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・本件発明    ：本件特許の特許請求の範囲の請求項１に係る発明 

・本件明細書   ：本件特許に係る明細書（甲４） 

・被控訴人製品  ：被控訴人が製造、販売する「トータルショルダージョイント」

との名称のトレーニングマシン 

第１ 事案の要旨 5 

   本件は、発明の名称を「トレーニング器具」とする本件特許（特許第４０６

３８２１号、請求項の数３）の特許権者である控訴人が、被控訴人による被控

訴人製品の製造、販売等が特許権の侵害に当たると主張して、被控訴人に対し、

その差止め等を求める事案である。 

第２ 当事者の求めた裁判 10 

 １ 控訴人の請求 

(1) 被控訴人は、被控訴人製品を製造し、販売し、貸し渡し又は販売若しくは

貸渡しのための展示その他の販売若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 

(2) 被控訴人は、被控訴人製品及びその半製品を廃棄せよ。 

【請求の法的根拠】 15 

 (1)について 

   特許法１００条１項に基づく差止請求 

 (2)について 

   同条２項に基づく廃棄請求 

２ 原審の判断及び控訴の提起 20 

   原審は、被控訴人製品は均等論の第１要件を満たすとはいえず、本件発明と

均等なものとしてその技術的範囲に属するということはできないとして（文言

侵害が成立しないことについて争いはない。）、控訴人の上記１の請求をいず

れも棄却する判決をしたところ、控訴人がこれを不服として以下のとおり控訴

した。 25 

【控訴の趣旨】 
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  (1) 原判決を取り消す。 

  (2) 上記１と同旨 

第３ 前提事実等 

 １ 前提事実 

   前提事実は、原判決「事実及び理由」第２の１（２頁～）に記載のとおりで5 

あるから、これを引用する。ただし、同第２の１(3)の被控訴人製品の構成の

分説中、構成ｆの「嵌合」及び「一端側」に争いのある構成であることを示す

下線を付しているのは誤りであり、構成ｄの「一端側」及び「嵌合」が争いの

ある構成であるから、そのとおり訂正する。 

 ２ 本件発明の概要 10 

(1) 構成要件の分説 

  Ａ 着座部と、 

Ｂ 負荷の大きさが調整自在の負荷付与部と、 

Ｃ 前記着座部がその中央位置となるように所定の間隔をあけて鉛直方

向に延びる２本の案内支柱と、 15 

Ｄ 該２本の案内支柱にその一端側が上下動自在で且つ水平方向に回転

自在にそれぞれ嵌合された２つの昇降揺動部材と、 

Ｅ 該２つの昇降揺動部材の他端側に鉛直方向に軸支された軸と連結し

て該昇降揺動部材の下方に水平方向に回転自在に設けられた把持部と、 

Ｆ 一端が前記負荷付与部に連結され、他端が前記昇降揺動部材の案内20 

支柱の嵌合位置よりも他端側に連結され、方向転換案内車に巻回され、

前記負荷付与部の負荷によって前記昇降揺動部を上方向に付勢する引

張部材と、 

Ｇ 前記昇降揺動部材内において前記引張部材の他端側と連結して前記

負荷付与部により把持部の前記軸を中心とする回転に負荷を与えるよ25 

うに設けられ、前記把持部の前記軸を中心とする回転運動を伝達する
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回転伝達部と、該回転伝達部により伝達された回転運動を前記引張部

材の他端側と連結している摺動軸の上下動に変換するクランク機構部

と、を具備する負荷伝達部と、 

Ｈ を具備したトレーニング器具。 

(2) 本件発明の技術的特徴 5 

本件明細書の記載は原判決「事実及び理由」第４の１(1)（１４頁～）の

とおりであり、この記載事項によれば、本件発明につき、次のような開示が

あることが認められる。 

ア 本件発明は、肩部や背部の筋肉等に対してトレーニングを行う際に用い

るトレーニング器具に関する（【０００１】）。 10 

イ 従来のプルダウンと呼ばれるトレーニング器具を用い、肩部や背部の筋

肉等に対して最後まで負荷を付与し、筋肉の強い緊張（硬化）を伴いな

がら筋肉を肥大化させるトレーニング（終動負荷トレーニング）により

獲得した筋肉は、柔軟性や弾力性に劣るため、実際の競技等に必要な身

体動作をロスさせる要因となっている上、身体動作に違和感を生じたり、15 

筋肉痛や疲労など身体への負担が大きくなる問題があり、さらに、筋肉

の硬化が故障の大きな原因となるという問題があった（【０００２】、

【０００３】）。 

ウ 本件発明は、上記イの問題を解決するため、筋肉の硬化を伴うことなく、

筋肉痛や疲労など身体への負担が少なく、柔軟で弾力性の富んだ肩部や20 

背部の筋肉等を得ることができるトレーニング器具を提供することを目

的とし、このような目的を達成するために、構成要件Ａ～Ｇの構成を具

備したことを特徴としている（【０００４】、【０００５】）。 

エ 本件発明のトレーニング器具によれば、弛緩－伸張－短縮の一連動作の

促進が図られ、更に共縮が防止されることにより、筋肉の硬化を伴うこ25 

となく、柔軟で弾力性の富んだ筋肉を得ることができる（【０００
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９】）。 

第４ 争点及び当事者の主張 

 １ 争点 

(1) 構成要件Ｄの充足性（争点１） 

(2) 均等侵害の成否（争点２） 5 

(3) 差止め及び廃棄の必要性の有無（争点３） 

 ２ 争点に関する当事者の主張 

   上記争点に関する当事者の主張は、後記３のとおり当審における控訴人の補

充的主張を加えるほか、原判決「事実及び理由」第３（５頁～）に記載のとお

りであるから、これを引用する。 10 

 ３ 当審における控訴人の補充的主張（争点２〔均等侵害の成否〕関係） 

   被控訴人製品は、均等論の第１要件（特許請求の範囲に記載された構成中の

対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと）を満たすもの

であり、構成要件Ｇの不充足（相違点Ｂ）をもって第１要件を満たさないとし

た原判決は誤りである。 15 

  (1) 構成要件Ｇは本件発明の本質的部分ではないこと 

ア 本件発明の本質的部分は、原判決（２３頁）判示のとおり、①把持部を

水平方向に軸回転させて負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる

上方向に付勢する負荷を軽くすることを可能にする構成を採用すること

により、使用者が、「弛緩」と「伸張」の動作を加えながら適切な「短20 

縮」のタイミングを出現させることができ、各筋肉群が「弛緩－伸張－

短縮」のタイミングを得て、連動性よく動作を行うことができることを

可能にするとともに、②両腕を屈曲させて把持部を引き下げることに伴

い、両腕を外側に広げることに対する抗力が減少する構成を採用するこ

とにより、筋の「共縮」を防ぐことを可能にし、もって、筋肉の硬化を25 

伴うことなく、筋肉痛や疲労など身体への負担が少なく、柔軟で弾力性
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の富んだ肩部や背部の筋肉等を得ることができるトレーニング器具を提

供し、従来技術の課題を解決する点にある。 

   イ 本件発明は、昇降揺動部材と引張部材の接続点（力点）に生じる力によ

り案内支柱（支点）を軸として内側回転方向に復元力が働き（作用点）、

昇降揺動部材を回転させて開く際に回転規制力が生じる（換言すれば、5 

昇降揺動部材を外側に回転させることにより負荷付与部の負荷が引き上

げられる）という「てこの原理」の構成を有している。 

     また、被控訴人製品も、ウェイトに連結されたワイヤーの他端側が昇降

揺動部材の案内支柱の嵌合位置よりも一端側に連結されており（構成

ｆ）、この「てこの原理」の構成を有している。 10 

   ウ 本件発明は、一見すると、上記ア①は構成要件Ｇにより、②は「てこの

原理」の構成により実現するかのようにみえる。 

     しかし、被控訴人製品においては、ハンドル（把持部）の回転はフリー

であるが、「てこの原理」の構成により、昇降揺動部材の回転が負荷を

引き上げ、「各把持部を回転させることにより、負荷付与部の負荷の一15 

部に抗することになり、両腕を引き下げる初動作における負荷が減少す

る」ことが可能である。そして、人の関節の構造上、上腕を外側に捻ろ

うとすると昇降揺動部材も外側に回旋し、かつ上記ア②の両腕を外側に

開くことへの意識も高まっていることから、把持部の回転と昇降揺動部

材の外側への回転は同時に起こり得るものである。 20 

     すなわち、上記ア①、②は、いずれも「てこの原理」の構成のみによっ

て実現可能である。 

   エ そうすると、本件発明の本質的部分は、「各筋肉群が『弛緩－伸張－短

縮』のタイミングを得て、連動性よく動作を行うことができることを可

能にするとともに、両腕を屈曲させて把持部を引き下げることに伴い、25 

両腕を外側に広げることに対する抗力が減少する構成」である。 
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 本件発明を従来技術と比較した場合の貢献度が大きいものであること

からも（本質的部分が上記ア①、②のとおり２つあり、従来技術とは相

当異なる。）、本質的部分を上記のように抽象化して認定すべきである。 

 そして、被控訴人製品は、上記の課題を実現する「てこの原理」の構

成を有しており、本件発明と同一の原理に属する、あるいは本件発明の5 

構成の技術的思想と共通の思想を備えるものであるから、相違点Ｂは本

件発明の本質的部分ではない。 

  (2) 被控訴人製品の構成について 

   ア 被控訴人製品は、以下の構成ｇ又は構成ｇ′を含む構成を有している

（別紙「被控訴人製品のクランク機構のイメージ図」参照）。 10 

    ｇ ウェイトによりハンドルを回転させながら昇降揺動部材を揺動可能で、

この揺動運動を伝達する回転伝達部と、回転伝達部により伝達された回

転運動をワイヤーの上下動に変換するクランク機構部と、を具備する負

荷伝達部であって、回転伝達部は２つの車輪を有し、当該２つの車輪の

うちの１つの車輪が案内支柱と連結され、クランク機構部は１つの車輪15 

を有し、当該１つの車輪の一端が案内支柱と連結され、他端がワイヤー

に連結されている、負荷伝達部 

    ｇ′前記昇降揺動部材と前記引張部材の他端部と連結して前記負荷付与部

により把持部の前記軸を中心とする回転に負荷を与えるように設けられ、

前記把持部は、外向き内向きのいずれにも回転でき、また、前記昇降揺20 

動部材の回転運動に伝達する回転伝達部と（把持部と昇降揺動部の連結

機構及び３つの車輪）、前記回転運動により伝達された回転運動を前記

引張部材の他端側と連結している摺動軸の上下動に変換するクランク機

構部（突起部と上方の円盤）と、を具備する負荷伝達部 

   イ したがって、本件発明と被控訴人製品との相違点Ｂ（被控訴人製品は構25 

成要件Ｇの構成を備えない）は、正しくは「被控訴人製品の負荷伝達部
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はクランク機構部が引張部材と嵌合する摺動軸を備えず、車輪がワイヤ

ーに接続されることに置き換えられていること」とすべきである。 

     そして、このような相違点があったとしても、被控訴人製品は把持部の

水平方向の回転運動を引張部材の上下方向の運動に変換することが可能

であるから、当該相違点は本質的部分とはならない。 5 

第５ 当裁判所の判断 

 １ 当裁判所も、被控訴人製品は均等論の第１要件を満たすものではなく、本件

発明の技術的範囲に属するものとは認められないと判断する。 

   その理由は、後記２のとおり当審における控訴人の補充的主張に対する判断

を付加するほか、原判決「事実及び理由」第４の２（２１頁～２４頁）のとお10 

りであるから、これを引用する。ただし、当該引用部分の後ろから２番目の段

落の「被告製品が構成要件Ｇに相当する構成を備えていないこと（相違点Ｂ）

に争いがなく」（２４頁１１行目～１２行目）を「被控訴人製品は構成要件Ｇ

に相当する構成を備えていないと認められ」に改める。 

 ２ 当審における控訴人の補充的主張に対する判断 15 

  (1) 構成要件Ｇは本件発明の本質的部分ではないとの主張について 

   ア 控訴人は、本件発明の作用効果のうち「使用者が『弛緩』と『伸張』の

動作を加えながら適切な『短縮』のタイミングを出現させることができ、

各筋肉群が『弛緩－伸張－短縮』のタイミングを得て、連動性よく動作

を行うことができること」については、構成要件Ｇの「把持部を水平方20 

向に軸回転させて負荷付与部の負荷を引き上げる構成」がなくとも、

「昇降揺動部材を外側に広げる動作に対し負荷付与部による（反対方向

の）回転付勢力が働く構成」すなわち「昇降揺動部材を外側に開く動作

により負荷付与部の負荷が引き上げられる構成」（控訴人主張の「てこ

の原理」の構成）のみにより奏することができるから、構成要件Ｇは本25 

件発明の本質的部分ではない旨主張する。 
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   イ しかし、本件明細書には、把持部を水平方向に軸回転させる動作（以下

「軸回転動作」という。）及び昇降揺動部材を外側に広げる動作（以下

「外広げ動作」という。）について、以下の記載がある（波線は着目す

べき点として当裁判所が付したものである。）。 

    「 請求項１に記載のトレーニング器具によれば、着座部に着座した使用5 

者が上方に伸ばした手で各把持部をそれぞれ把持して上腕を外側に捻る

と、使用者の肩や腕が「弛緩」してリラックスした状態になるとともに、

引張部材を介した負荷付与部の負荷によって把持部が上方向に付勢され

ているので、肩甲帯付近等の筋肉が「伸張」される。次に、使用者は、

適度に「伸張」された肩甲帯付近等の筋肉が「反射」を引き起こすよう10 

に、さらに上腕を外側に捻る「弛緩」と「伸張」の動作を加えながら、

負荷付与部の負荷に抗して両腕を屈曲し筋肉を「短縮」させて把持部を

引き下げる。上腕を外側に捻り各把持部を回転することにより、負荷付

与部の負荷の一部に抗することになり、両腕を引き下げる初動作におけ

る負荷が減少する。このように、両腕を屈曲して把持部を引き下げて筋15 

肉を「短縮」させるとき、さらに上腕を外側に捻ることによって、「弛

緩」と「伸張」の動作を加えながら適切な「短縮」のタイミングを出現

させることが可能となり、各筋肉群が「弛緩－伸張－短縮」のタイミン

グを得て、連動性よく動作を行うことができる。又、昇降揺動部材の案

内支柱の嵌合位置より他端側に引張部材の他端が連結されているので、20 

引張部材を介した負荷付与部の負荷によって昇降揺動部は回転付勢され

る。使用者は、この回転付勢力に抗して、各昇降揺動部がそれぞれ漸次

外側を向くように両腕を外側に広げながら、両腕を屈曲して把持部を引

き下げる。このとき、両腕を屈曲させて把持部を引き下げるに伴い、両

腕を外側に広げることに対する抗力となる回転付勢力が減少する。その25 

ため、使用者は両腕を屈曲させて把持部を引き下げるとき、両腕を外側
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に広げるように略一定の筋力を出力させることにより、把持部を引き下

げながら漸次両腕を外側に広げる動作を滑らかに行うことができるので、

筋の共縮を防ぐことが可能となる。以上により、弛緩－伸張－短縮の一

連動作の促進が図られ、さらに共縮が防止されることによって、神経と

筋肉の機能や協調性を高め、筋肉痛や疲労など身体への負担が少なく、5 

筋肉の硬化を伴うことなく、柔軟で弾力性の富んだ筋肉を得ることがで

きる。又、強制的な心拍数や血圧の上昇が少なく有酸素的に代謝を促進

させることによって、糖尿病、高血圧など生活習慣病の予防や靭帯損傷、

骨折等の治癒促進に有効であるとともに、神経・筋肉・関節のストレス

の解除、老廃物の除去等、身体に有益な状態を作り出すことができる。 10 

また、請求項１に記載のトレーニング器具によれば、把持部の軸を中

心とする回転運動が回転伝達部とクランク機構部とを介して、引張部材

の他端側と連結している摺動軸に上下動として伝達されるので、負荷付

与部により把持部の軸を中心とする回転に負荷を与えることができる。」

（【発明の効果】【０００９】） 15 

ウ 本件明細書の上記記載によれば、本件発明のトレーニング器具において、

把持部の軸回転動作は、肩と腕の「弛緩」、肩甲帯付近等の筋肉の「伸

張」に加え、軸回転動作に負荷を与える構成要件Ｇの構成による両腕を

引き下げる初動作（両腕の筋肉の「短縮」）における負荷の減少という

効果を奏し、これにより「弛緩」と「伸張」の動作を加えながら適切な20 

「短縮」のタイミングを出現させることが可能となり、各筋肉群が「弛

緩－伸張－短縮」のタイミングを得て、連動性よく動作を行うことがで

きるものと認められる。 

これに対し、昇降揺動部材の外広げ動作については、「筋の共縮を 

防ぐ」ことは説明されているが、「各筋肉群が『弛緩－伸張－短縮』の25 

タイミングを得て連動性よく動作を行うこと」につながる効果の説明は
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なく、両腕を引き下げる「初動作」における負荷の減少についての説明

もない。むしろ、外広げ動作は「両腕を屈曲させて把持部を引き下げる

に伴い、両腕を外側に広げることに対する抗力となる回転付勢力が減少」

し、「把持部を引き下げながら漸次両腕を外側に広げる動作を滑らかに

行うことができる」ものとして説明されている。 5 

本件発明の実施態様を説明する【００２５】、【００２７】、本件発

明に係るトレーニング器具を用いたトレーニング方法を説明する【００

３０】～【００３２】の記載内容も、上記【０００９】と同様であり、

【００２５】では「ところで、前記のように、引張部材８０は溝付きロ

ーラ７１によって位置Ｐを通るように規制されるので、位置Ｐと摺動軸10 

５７との距離が短い場合、例えば、図１に示す初期状態の場合には、昇

降揺動部材５０はその回転が規制され実質的に回転不可能である。一方、

位置Ｐと摺動軸５７との距離が離れている場合、例えば、図２に示すよ

うに初期状態より昇降揺動部材５０が下方に位置する場合には、昇降揺

動部材５０が正面方向を向くように回転付勢させる力に抗して、使用者15 

が昇降揺動部材５０を所定角度まで回転させることが可能となる。」と

記載されており、「両腕を引き下げる初動作」において、昇降揺動部材

の外広げ動作は少なくとも著しく困難であることが示されている。 

エ そうすると、「昇降揺動部材を外側に開く動作により負荷付与部の負荷

が引き上げられる構成」は、控訴人も認める本件発明の本質的部分の20 

「把持部を水平方向に軸回転させて負荷付与部の負荷を引き上げ、把持

部にかかる上方向に付勢する負荷を軽くすることを可能にする構成」と

同じ作用効果を奏するものとは認められないし、「各筋肉群が『弛緩－

伸張－短縮』のタイミングを得て、連動性よく動作を行うことができる

ことを可能にする」構成であると認めることもできない。 25 

  控訴人は、人の関節の構造等の理由から、把持部の軸回転動作は昇降揺
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動部材の外広げ動作と同時に起こる旨主張するが、そのような事実を認

めるに足りる証拠はないし、仮にそのような現象が生じ得るとしても、

上記の本件明細書の記載に照らすと、負荷付与部の負荷が軸回転動作に

与えられている構造と、軸回転動作ではなく外広げ動作に与えられてい

る構造とにおいて、同じ作用効果を奏すると認めることはできない。 5 

  したがって、「昇降揺動部材を外側に開く動作により負荷付与部の負荷

が引き上げられる構成」のみが本件発明の本質的部分であり、把持部の

軸回転動作に負荷を与える構成要件Ｇの構成が本件発明の本質的部分で

はないとする控訴人の主張は、採用できない。 

  (2) 被控訴人製品の構成に関する主張について 10 

    控訴人は、被控訴人製品は構成要件Ｇの構成を一切備えていないのではな

く、構成要件Ｇに対応する構成ｇ又は構成ｇ′（前記第４の３(2)ア）を備

えており、このような相違点があるとしても、被控訴人製品は把持部の水平

方向の回転運動（軸回転動作）を引張部材の上下方向の運動に変換すること

が可能であるから、当該相違点は本件発明の本質的部分ではない旨主張する。 15 

    しかし、控訴人の主張する被控訴人製品の構成は、結局のところ、昇降揺

動部材の外開き動作に対してウェイトの負荷が与えられる構成であって、把

持部の軸回転動作にウェイトの負荷がかかっている構成とは認められないか

ら、被控訴人製品が本件発明の構成要件Ｇに対応する構成を有しているとは

認められない。なお、被控訴人製品が、構成ｇ′として「前記昇降揺動部材20 

と前記引張部材の他端部と連結して前記負荷付与部により把持部の前記軸を

中心とする回転に負荷を与えるように設けられ」る構成を有すると主張する

が、これを裏付ける証拠はない。 

    したがって、控訴人が原審の訴状段階から被控訴人製品が構成要件Ｇの構

成を一切備えないと主張していたことを措くとしても、被控訴人製品が構成25 

要件Ｇに対応する構成を有していると認めることはできず、控訴人の主張は
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理由がない。 

３ 結論 

以上によれば、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理

由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

    知的財産高等裁判所第４部 5 
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